
 

第 七 次 行 財 政 改 革 基 本 計 画 

計 画 の 目 的 

 総合的なまちづくりを考える上で持続可能な自治体運営を考える必要があり、第六次羽村市

長期総合計画の基本構想に掲げる自治体運営の方針を実現するため、羽村市の行財政改革にお

ける基本的な考えを示すもの。 

行政改革審議会 

行政改革推進本部 

本部長：市長 

副本部長：副市長、教育長 

本部員：参与、各部長・参事 

検 討 体 制 

（参考） 第六次行財政改革基本計画の主な取組み 

人口減少、少子高齢化など社会経済情勢の変化に対応し、より効果的で効率的な行財政運営

を堅持し、｢最少の経費で最大の効果｣を挙げ、市民満足度の高い行政サービスを継続して提供

していくため、事務事業の見直しや事業の効率化等に視点を置いた行政改革と、持続可能で安

定した財政運営に視点を置いた財政改革に取り組む。 

１．行政改革の方向性 

  社会経済情勢の変化やライフスタイルの多様化等を背景とした行政需要の変化に対応す

るとともに、限られた経営資源（ヒト・モノ・カネ）を効果的、効率的に活用し、質の高

い行政サービスを継続して提供していくため、行政改革に取り組む。 

  ・柱１～４ 

２．財政改革の方向性 

  少子高齢化や人口減少への対応、災害に強いまちづくり、公共施設の老朽化対策、市の

発展に資するインフラ整備や産業振興など、市が直面する喫緊の課題に適切に対応してい

くためには、将来にわたり安定した財政運営を行うとともに、施策の展開を支える財政基

盤の強化が必要であることから財政改革に取り組む。 

・柱１～４ 

第 六 次 長 期 総 合 計 画 

自治体運営の方針 

 自治体運営を進めるにあたっては、市が保有する経営資源を最大限に活用し、新たな時代に順応

した行政サービスの提供や、健全な財政運営を行い、効率的で質の高い行政サービスの提供に取り

組む。 

１．新たな時代に順応した行政サービスの提供 

社会経済状況の急速な変化や市民生活の変容に対応するため、ICT等を活用した行政サー

ビスの充実や、市と市民・事業者の情報共有を図る広報・広聴機能の充実、他の市町村との

広域的な連携、多様な主体との連携強化、人材確保と育成など、新たな時代にあった行政サ

ービスの提供に取り組む。 

２．健全な財政運営 

将来にわたって健全で安定的な財政運営を行うため、新たな財源の確保に取り組むととも

に、人口規模や多様化する市民ニーズに合わせ行政サービスを見直すなど、限られた財源を

効果的・効率的に活用し、財政基盤の強化を図る。 

検 討 体 制 

長期総合計画審議会 

長期総合計画検討委員会 

長期総合計画検討委員会部会 

【未来を築く５つのコンセプトごとに部会を設置】 

（１）成長をはぐくむ部会 

（２）自分らしく生きる部会 

（３）スマートに暮らす部会 

（４）くらしを守る部会 

（５）にぎわいを創る部会 

※部会員構成：課長職・係長職・主任職・主事職 

（仮）自治体運営の方針部会［新設］ 

【案】部会長：企画政策課長 

副部会長：財政課長 

部会員：５つのコンセプトごとに部会長、副部会長から 1人 

職員プロジェクトチームメンバーから選出（若手職員 3人） 

基 本 構 想 

私たちのまち“はむら”の将来像 

未来を築く５つのコンセプト 

（１）成長をはぐくむ部会 （２）自分らしく生きる部会 （３）スマートに暮らす部会 

（４）くらしを守る部会  （５）にぎわいを創る部会 

委員長：副市長 

副委員長：教育長 

委員：参与、各部長・参事 

・行政サービスの向上と財政の健全化を図る観点から一歩踏み込んだ 

検討を進め、具体的な取組みにつなげていく。 

・未来を築く５つのコンセプトごとに設置する部会との連携を図り、 

一体的な取組みにつなげていく。 

【市長からの諮問】 

行財政改革基本計画は、長期総合計画と一体的に検討し、市の

最上位計画である長期総合計画に包含して策定する方向であるこ

とから、第六次長期総合計画の「自治体運営の方針」に関する必

要な事項の調査及び審議について諮問することとなる。 

必要に応じて開催する。 

【資料７】 


